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はじめに 
障がい児を育てる母親は家族内でもケアラーとしての役割を担うことが多く、それに伴

いワーク・ロス（労働機会・費用の喪失）が生じている。荒木ら(2019)によると、医療的

ケア児の母親は非正規労働率が高く、就労意欲があるにもかかわらず就労できていないこ

とのを報告している。1986 年の男女雇用機会均等法施行以降、女性の就業者数は増加し続

けているが、女性においては年齢階級別労働力の比率の「M 字型カーブ」が緩やかになっ

てきたものの、管理職に占める女性割合の低さや非正規雇用が多さは、未だに改善されて

いない。特に、出産した子どもに障がいがあった場合には、就労を継続する割合が減少す

る。美浦(2018)によると、障がい児の母親の就業率は低く、未就労者の大半に就労意向が

あることを明らかにしている。同時期に調査をした厚生労働省「国民生活基礎調査」(2017)
では、18 歳未満の子どもがいる過程で母親が就業している割合は 72.4%であったのに対

し、障がい児の母親の就業率は、パート勤務が約 30％、フルタイムが約 25％の計約 55％
であった。世帯年収も少ない傾向がみられ、働きたい意欲があるものの制限を受けている

ことが伺える。 
江尻(2014)によると、国外の研究において、障がい児の母親が就労の困難や労働時間の

短縮といったワーク・ロス（労働損失）が生じていること、ワーク・ロスが生じる要因と

して障がい児本人および家族、地域の支援サービスが影響することなどが挙げられる。国

内においても、障がい児の母親は就労の困難を抱え、支援サービスの不足などが問題となっ

ていることが挙げられている。 

 
1)山陽学園大学総合人間学部ビジネス心理学科 
2)山陽学園大学総合人間学部非常勤講師 
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国内では法整備が進んでいるものの、障がい児の母親が就労を継続するためには十分

整っているとは言い難い。1986 年に成立した「男女雇用機会均等法」は 1999 年と 2006
年に改正され、男女の雇用における差別を禁止し、男女の雇用管理や処遇に関する公正な

取扱いを定めたものである。しかし、令和 5 年度版男女共同参画白書によると、有償労働

時間が男性、無償労働時間が女性に大きく偏っている現状を浮き彫りにしている。女性の

就業率は上がってきているが、そのうち非正規雇用率は男性よりも大幅に上回っている。 
 
Figure 1 年代別男女の働き方の変化 

男女共同参画局 令和 5 年度版男女共同参画白書「新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍につなげる

ために～職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向けて～」より 
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女性の就業率は増えているが、非正規雇用率が多いということは、女性の働き方におい

て育児等の影響によって労働時間が制限されていることが考えられる。生まれた子どもに

障がいがある場合も、母親が育児を担うべきであるという社会的な価値観が影響する（上

地ら, 2020)。 
内閣府の「令和 5 年版 障害者白書」によると、知的障がいがある 0〜17 歳の子どもは

1995 年から 2016 年で約 2.5 倍にも増えている。 
国民生活基礎調査では、障がい児の母親の就業率を調べておらず、実態を把握すること

ができない。また、就労状況が障がい児の育児をする上で変化しているのかを調べた調査

も少ない。特にダウン症に限定した母親の就労状況についてはほとんど見られない。そこ

で、本研究では、ダウン症児の母親が出産後の就労継続を可能とする要因について明らか

にする。行政の支援については，都道府県によっても差があるため，今回は岡山県を中心

に調査した結果を分析する。 
なお，倫理的配慮については，山陽学園大学倫理審査の承認を経た(A2022U010）。 

 
方法 

日本ダウン症協会岡山支部（以下，JDS 岡山支部）にアンケートの協力を依頼し，会員

約 150 家族のうち，ダウン症児の母親に対して Google フォームにて実施した。 
 アンケート内容は，選択式 5 項目，記述式 3 項目であり，個別インタビューの協力可

否も併せて尋ねた。調査時期は，2023 年 4 月 1 日から 2023 年 4 月 19 日であった。統計

処理は単純集計を行った。 
 

結果 
 有効回答数 33 名であった。子どもの年齢は，3 歳から 36 歳であり，平均 11.6 歳であっ

た。回答時の母親の年齢は 36 歳から 64 歳であり，平均 48.3 歳であった（表 1）。 
 

Table 1. 回答時の母親の年代 

回答時の母親の平均年齢 48.3 歳 
30 歳代 
(12%) 

40 歳代
(52%)

50 歳以上
(36%)

 
表 2 から表 5 のように、現在の就労状況を「正規職員」「非正規職員」「個人事業主」「無

職」に分類し、過去に変化があった状況を確認した。また、子どもの年齢、合併症の状況、

利用した福祉サービスも確認した。 
現在「正規職員」と回答した母親は 10 名であり、全員がダウン症児を出産した当初と同

様に正規職員として就労を継続していた。子どもの年齢は 5 歳から 18 歳であり、子ども

が就学後に利用する福祉サービスについては、2 名は未回答ではあったが、ほとんど「日

中一時支援」または「放課後等デイサービス」を利用していた。合併症は 2 名が「なし」

と回答しているが、残りの 8 名は何らか疾患を有していた。 
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Table 2．現在「正規職員」と回答した母親の過去の就労状況および利用サービス 

 
 

現在「非正規職員」と回答した母親は 12 名であり、そのうち 2 名がダウン症のある子

どもを出産したことをきっかけに就労形態を変更していた。子どもの年齢は 3 歳から 24
歳であり、子どもが就学後に利用する福祉サービスについては、ほとんど「日中一時支援」

または「放課後等デイサービス」を利用していた。合併症は 3 名が「なし」と回答してい

るが、残りの 9 名は何らか疾患を有していた。 
 

  

NO 現在勤務状
況

現在に至るまでに
勤務形態変更有無

ダウン症
児年齢

合併症 利用してきた福祉サービス施設・機関

1 正規職員 無 18 心臓疾患、頸椎

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 特別支援

学校小学部, 特別支援学校中学部, 特別支援学校高等部, 生活介護

2 正規職員 無 18 心臓疾患（4歳完治）

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校,
特別支援学校中学部, 特別支援学校高等部

3 正規職員 無 13 心臓疾患、その他
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 小学校, 特別支援学校中学部

4 正規職員 無 9 なし
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校

5 正規職員 無 7 なし 児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 日中一時支援, 小学校

6 正規職員 無 7 心臓疾患
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 特別支援学校小学部

7 正規職員 無 6 肺疾患（現在はなし）

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 特別支援

学校小学部

8 正規職員 無 5 難聴 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）

9 正規職員 無 5 甲状腺機能低下症 認定こども園（保育園・幼稚園含む）

10 正規職員 無 5 甲状腺機能低下症 認定こども園（保育園・幼稚園含む）
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Table 3．現在「非正規職員」と回答した母親の過去の就労状況および利用サービス 

 
 

現在「個人事業主」と回答した母親は 2 名であり、1 名は非正規職員から個人事業主と

なり、もう 1 名は無職だった状態から個人事業主となっている。子どもの年齢は 13 歳か

ら 17 歳であり、子どもが就学後に利用する福祉サービスについては、いずれも「日中一時

支援」または「放課後等デイサービス」を利用していた。合併症は 2 名とも何らか疾患を

有していた。 
 
  

NO 現在勤務状
況

現在に至るまでに
勤務形態変更有無

ダウン症
児年齢

合併症 利用してきた福祉サービス施設・機関

1 非正規職員 無 14 心臓疾患、難聴

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 小学校, 特別支援学校小学部, 特別支援学校中学

部

2 非正規職員 無 13 なし

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 特別支援学校小学部, 特
別支援学校中学部

3 非正規職員 無 12 なし 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校

4 非正規職員 無 10
心臓疾患、甲状腺機能低下
症
難聴。頚椎

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校

5 非正規職員 無 10 難聴、視力
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 認定こども園（保育

園・幼稚園含む）, 特別支援学校小学部

6 非正規職員 無 9 心臓疾患、難聴、その他

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 特別支援

学校小学部

7 非正規職員 無 3 なし
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 認定こども園（保育

園・幼稚園含む）

8 非正規職員
出産時に非正規
職員を離職、就
学後非正規職員

10 心臓疾患、難聴、視力

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 特別支援

学校小学部

9 非正規職員
正規職員定年退

職
24 甲状腺機能低下症

放課後等デイサービス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼

稚園含む）, 小学校, 中学校, 特別支援学校高等部, B型作業所（就労

継続支援B型）, ファミリーサポートセンター

10 非正規職員
出産時まで正規
社員、その後非

正規職員
23 心臓、腎臓、その他

放課後等デイサービス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼

稚園含む）, 小学校, 特別支援学校中学部, 特別支援学校高等部, B型
作業所（就労継続支援B型）

11 非正規職員 無 19 完全型心内膜床欠損症

放課後等デイサービス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼

稚園含む）, 特別支援学校小学部, 特別支援学校中学部, 特別支援学

校高等部, B型作業所（就労継続支援B型）

12 非正規職員 前年まで無職 15 便秘
放課後等デイサービス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼

稚園含む）, 小学校, 特別支援学校中学部
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Table 4．現在「個人事業主」と回答した母親の過去の就労状況および利用サービス 

 
 
現在「無職」と回答した母親は 9 名であり、もともと無職であったものは 4 名、妊娠中

に退職したもの 1 名、ダウン症のある子どもが幼児の頃に退職したもの 2 名が含まれてい

た。子どもの年齢は 3 歳から 36 歳であり、子どもが就学後に利用する福祉サービスにつ

いては、「日中一時支援」または「放課後等デイサービス」を利用していた。合併症につい

て、1 名は「なし」回答していたが、残りの 8 名は何らか疾患を有していた。 
 
Table 5．現在「無職」と回答した母親の過去の就労状況および利用サービス 

 
 

考察 
日本ダウン症協会が 2020 年に報告した「ダウン症のある方たちの生活実態と、ともに

生きる親の主観的幸福度に関する調査報告書」によると、ダウン症のある子どもを育てて

いる世帯年収は、国民生活基礎調査（厚生労働省, 2018）に比較すると高めであったこと

が報告されている。このことは、両親共働き世帯が多いことが予想される。また、子ども

の側の状態も、高齢になると疾患が増えていくものの、それまでの期間は常時介護が必要

な状況ではないことがうかがえる。例えば、食事、衣服の着脱、排尿・排便などの身辺自

立面において常時介護が必要である割合が少なく、また、健康状態も比較的良好な場合が

NO 現在勤務状
況

現在に至るまでに
勤務形態変更有無

ダウン症
児年齢

合併症 利用してきた福祉サービス施設・機関

1 個人事業主 非正規職員 17 心臓疾患、血液疾患

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校,
特別支援学校中学部, 特別支援学校高等部

2 個人事業主 無 13 低身長、甲状腺機能低下
症、視力

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校,
特別支援学校中学部

NO 現在勤務状
況

現在に至るまでに
勤務形態変更有無

ダウン症
児年齢

合併症 利用してきた福祉サービス施設・機関

1 無職 無 11
甲状腺機能低下症、自閉症
スペクトラム、思春期早発
症

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 特別支援学校小学部

2 無職 無 11 心臓疾患
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 小学校

3 無職 無 4 心臓疾患 児童デイサービス（児童発達支援施設等）

4 無職 無 3 心臓疾患、消化器官など 児童デイサービス（児童発達支援施設等）

5 無職 妊娠中に退職 4 心臓疾患、移動精巣、弱
視、

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 日中一時支援

6 無職 定年退職 36 心臓疾患
認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校, 中学校, 特別支援学

校高等部, B型作業所（就労継続支援B型）

7 無職
2歳頃までは非正

規職員
11 心臓疾患、十二指腸狭窄

放課後等デイサービス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼

稚園含む）, 特別支援学校小学部

8 無職
正規職員、子ど
もが3歳時に退職

11 なし
児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校

9 無職 非正規職員 7
喉頭軟化症、睡眠時無呼吸
症候群
扁桃肥大、アデノイド

児童デイサービス（児童発達支援施設等）, 放課後等デイサービ

ス, 日中一時支援, 認定こども園（保育園・幼稚園含む）, 小学校,
病院の訪問リハビリ
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多い。ダウン症児の場合、子どもの身辺自立や健康面が良好であれば、母親の負担が軽減

され、就労しやすい環境であると考えられる。今回の調査では回答者が少なく、全体の状

況を理解することは難しいが、有効回答 33 名のうち、約 30％である 10 名が正規職員で

あった。この 10 名の母親は、ダウン症児を出産した後も継続して就労できていた。継続で

きた要因の一つとして考えられるのは、ダウン症児の場合、比較的医療的ケアで常時介護

が必要ではないことが挙げられる。米国のダウン症者の平均寿命は、Weijerman ら(2010)
によると 1983 年には 25 歳であった。しかし、半世紀後には平均寿命が 60 歳に達してい

る(Bull, 2020)。平均寿命が伸びた背景には、先天性心疾患、甲状腺機能低下症、肺疾患な

どの治療技術が向上し、地域で生活しやすくなっていることが伺える。ダウン症児の合併

症による医療ケアの軽減は、母親がダウン症児に対するケアの拘束時間が短縮されるため

に就労しやすいのかもしれない。 
また、回答者の多くが、日中一時支援、児童デイサービスや放課後等デイサービスを利

用していた。2013 年 4 月に施行された「障害者総合支援法」によって利用しやすい環境も

整いつつある。 
一方、医療的ケアが必要な場合は、就労が困難となることが予想される。美浦(2018)が

報告した東京都内の特別支援学校の児童・生徒の母親を対象にしたアンケート調査結果に

よると、就業率はパートが 30.2%、フルタイムが 24.7%で計 55.3%であり、2019 年の国民

生活基礎調査結果と比較すると就業している母親の割合が大幅に下回っている。また、子

どもの障がいがいることを理由に離職や再就労を諦めた経験があるとした母親の 65.7%い

る。さらに、医療的ケア児の場合は母親に就労意欲があっても就労率が低いことが明らか

となっている。  
母親が就労を継続するためには、医療的ケアが必要な子どもであっても預けることが可

能な施設を増やすことが求められる。2021 年 6 月に「医療的ケア児及びその家族に対す

る支援に関する法律（通称「医療的ケア児支援法」）」が成立し、同年 9 月 18 日に施行さ

れた。医療的ケア児の在宅療養は常時ケアが必要であるために家族の負担が大きく、特に

母親が就労を断念せざるを得ないため、ケアを優先して社会から孤立する状況がある。そ

の問題を解決するために作られた法律であり、各都道府県で専門的にその相談に応じたり、

情報提供や助言を行ったりするなどの支援を行う「医療的ケア児支援センター」の設置を

することが可能となった。岡山県では 2022 年 4 月に旭川荘療育・医療センター 地域療

育センター内に「岡山県医療的ケア児支援センター」を設置し、相談業務を開始している。 
しかし、医療的ケア児やその家族が保育園などの施設に通うことを希望している場合で

あっても、施設側が医療的ケア児を受け入れるためには、各児童に応じた医療的ケアのた

めの人員や設備を整えるには相応の財政的負担が生じるため、受け入れに積極的な施設は

十分ではない。2016 年には、医療的ケア児への支援を各省庁及び地方自治体の努力義務と

する改正障害者総合支援法が施行されたが、今回の医療的ケア児支援法では国や地方自治

体の「責務」であると位置づけているため、各市町村における地域格差が生じている。 
ダウン症と診断されても個別の状況はひとりひとり異なるにもかかわらず、それらにつ

いての細かな情報は少なく、周囲の人々はもちろん、当事者たちにも広く共有されている

とは言えない。 
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今後の課題 
ダウン症児に特化した情報が少ないため、就労継続を可能とする要因について、個々の

情報を詳しく分析していくことによって何が有効であり、何が妨げになっているのかを明

らかにする必要がある。また、市町村ごとに行政サービスの内容に違いがあるため、就労

を継続しやすい制度運用についても提言できるような情報について調査を進めていく必要

がある。  
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